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　　　　　　　　　　　　　　1　lまじめに

　交通経済学において，道蕗混雑が発生する場合，混雑にともなう外部費用

を利用老に課すこと（混雑税）によって杜会的に最適な道路利用がもたらさ

れると主張される．混雑税によって道路利用老は，自らが知覚する遅れの費

用に加え，他の利用老を遅延させるという意味で利用老全体に課しているコ

ストを認識する．その結果，利用老は道路サービスに対する支払意志と杜会

的限界費用との関係を正しく把握し，非効率的な道路利用が抑制されるので

ある．

　混雑税理論は，1960年代に体系的に整理されて以来1），現実の交通政策へ

の適用を求めて様々な国で多くの研究がなされてきた2〕．しかし，実際の混

雑税の導入は，シンガポーノレやノルウェイのベノレゲン等の若干の都市にとど

まっており，またその適用方法も理論的に完全なものではない3〕．

　混雑税が道路利用者に容易に受け入れられない理由として，道路利用に関

わるプライバシーの問題，混雑緩和効果についての疑問等が指摘されている

が，最大の問題は，それまで明確な配分メカニズムを持たなかった分野に価

格メカニズムを適用することに対する低抗にあるように思われる．道路利用

も利用老費用（燃料費や移動のための時間投入などの形で利用老が負担する

費用）によって価格が付けられているが，道路サービスの対価という形で明

示的な支払がなされるわけではない．

　道路においても，有料道路のようにそのサービスの対価が支払われる形態
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のものもある．有料遣路は料金を支払うものだけに利用を許すという意味で

排除原則を適用しており，その意味では混雑税と基本的目的は同じである．

　混雑税が新たな価格システムの導入という意味で低抗があるならば，有料

道路における混雑問題はどのように扱われるべきであろうか．特に，混雑税

を課した場合の収入が道路容量の拡張に使われるとすれぱ，それは本質的に

有料道路制と変わりはない．さらに，わが国の有料道路制に特有の償還制の

もとで道路混雑が発生するならぱ，償還制のための料金は理論的にどのよう

な変更を受けるべきなのだろうか．

　償還制は，一定期間内に得られる収入（料金収入およぴその受取利子）が，

同じ期間内に発生した費用（建設費と維持管理費およびそれぞれの支払利

子）に等しくなるよう，期間内一律の料金を設定するものである．杜会的利

益の最大化のためには，各年次の料金に変化を持たせることが望ましく，そ

の決定ノレールは費用逓減型公益事業の料金決定ノレーノレとして主張されるラム

ゼイ価格にしたがうべきことが示されている．4〕．小論の分析によれぱ，ここ

で混雑が発生する場合，ラムぜイ・ノレールで基本となる限界費用は混雑費用

を含む杜会的限界費用となるべきであり，それにしたがって償還制における

望ましい各年次の料金も変更されるべきことになる

　以上のような認識のもとに，小論では以下2．たおいて伝統的な混雑税理

論と道路投資のノレーノレ，特に混雑税収と投資の費用負担の問題を整理する．

3．では，まず3．1においてわが国の有料道路制に特徴的な償還制を取り上げ，

現行の償還制における料金決定ノレーノレを変更した場合，資源配分効率上どの

ような料金設定が望ましいかを考える．次に3．2で混雑現象が生じる場合の

料金決定ノレーノレを検討し，最後に全体のとりまとめを行う．

　　　　　　　　　　　2混雑税と投資ノレーノレ5〕

　道路混雑は・個別の経済主体が道路を利用することによって発生させる外

部不経済である．混雑が生じていない状態では道路利用者はお互いに影響を

及ぼすことはないが，ある容量を超える量の車両が道路を利用しようとする
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と走行速度が低下し，一定距離の到達時問が長くなる．これが混雑現象であ

り，流入量の増大による利用老全体の所要時間の増大は外部不経済と捉えら

れる．

　混雑現象が生じている状態（あるいは混雑現象が生じる臨界的な状態）で，

新たに流入する限界的な利用老を考えれば，その利用老は自分自身によって

もたらされた所要時問の増大を経験することになる．しかし，彼が及ぼす影

響はそれだけではない．なぜなら，彼は他のすべての利用老の所要時間を増

大させているからである．

　道路利用に対し何等の措置も講じられなけれぱ，混雑状態で新たに進入す

る道路利用者は，自分が意識する（体験する）所要時間だけに基づいて意思

決定を行なう．しかし，この道路利用という市場全体で見れぱ，外部不経済

を無視した意志決定によって過犬な利用がなされていることになる．効率的

な資源配分らためには，すべての利用老が自らが課す杜会的限界費用に基づ

いて消費（道路利用）牽行うかどうかの選択をしなくてはならず，それを実

現するためには政策的介入が必要である．

　この政策介入のあり方を検討するために簡単なモデノレを考える．モデノレの

定式化のために記号を次のように定義する．

　　ゴ；利用老グノレープ（ゴ＝1，2，．．．．、．，吻），

　　ポ需要期間（工＝1，2，．．．．．．，T），

　　Q、、（P‘、）；利用者グノレープゴの期問左における需要，

　　P，、（Q、、）；逆需要関数，ただし，凡自体は利用老費用を表す，

　　K；施設の物理的容量，

　　D、＝1）（Q、壬，．．．．．．，Q刑、，K）；期間左に各利用老が経験する平均遅延時

　　　　　　　　　　　　　　間，

　　γ’；利用老グノレープゴの期間’における時問価値，

　　ρ（K）；年間の施設費用．

　ある道路への需要は，その道路への支払意志額が需要量の関数として表さ

れる（逆需要関数）．需要は，その特性に応じて自家用乗用車，営業用トラヅ
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ク等〃種類の需要グノレープに分けられる．また需要は，1からτまでの時間

帯別に分けられ，時問帯により混雑状況が異なると考える．

　1〕‘は遅延時間で，各時間帯ごとにその時間帯の各グループの需要量と道

路の物理的な容量（K）によって決定される．遅廷時間への影響度は，各時

間帯，各クラスごとに異なる．例えば，同じ時間帯においては乗用車とトラ

ヅクは混雑への影響度が異なり，同じ車両であっても時間帯ごとに影響度が
　　　　　　　　　　　　　　∂り’　　　　∂21〕呈
異なる．混雑の性格からすれぱ，万〉OかつW＞Oと考えられる．

　時間価値γ1は，需要グノレープ，時問帯ごとに異なるが，同一時問帯，同一

クラスでは一定であると考える．年間施設費用ρ（K）は，具体的には年間に

発生する資本費用が考えられる．

　交通経済学において伝統的に用いられてきた混雑現象の定式化にしたがえ

ぱ6〕，杜会的純便益（S㎜）は次のように定義される．

∫㎜（舳一刺∫㌦（ω肌一舳4／－1（・）．（・）

ここでの政策目的は（1）式を最大化することである．

　（1）式の最犬化のための1階の条件は次にように与えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂肌
　　　　　　　　　　P・＝K”亭帆1π，　　　（2）

（タ＝1，2，．．．．．，刎：’＝1，2，．．．．．，T）

訣一一羽舳景 （3）

　（2）式は価格決定ノレーノレであり，各期各グノレープの価格すなわち利用老費

用が杜会的限界費用に等しくならなくてはならないことを示す．各利用者は，

必然的に平均遅延費用（私的限界費用）ん1〕’を負担するから，最適混雑税は

（2）式の右辺第2項によって表される．

　　　　　　　　　　　　∂肌　（2）式右辺第2項の中の∂⑭、は利用者クループの属性（例えぱトラック

と乗用車）によって異なるから，各クラスは混雑費用への寄与分に応じて可

変的な混雑税が課されるべきことになる．ΣQ。〃1を一定とすれぱ，混雑へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
の寄与度が大きい（小さい）需要クラスほど混雑税は高く（低く）なる．混
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雑が生じていない状態では混雑税はゼロである．

　一方，（3）式は最適投資ノレーノレである．（3）式は，容量を増加させること

による追加費用が，それにともなってすべての期間，すべての利用老に生じ

る混雑費用の減少分に等しくなるまで容量を増大させねばならないことを示

している．ただし，（3）式のノレーノレは（2）式のノレールが達成されていなけれ

ぱ適切でない．利用者費用が限界費用以下（以上）に設定されれぱ，（3）式

を適用する結果，過小（過大）投資となるのである．

　価格および投資が最適であれば，混雑税収入と施設費用との関係は，施設

建設の技術条件に依存する．遅延関数DがρむおよびKに関して零次同次

で規模に関する収穫一定の技術条件が成立するならぱ，収入は費用に等しく

なる．収穫逓増（逓減）が存在するならば，収入は費用よりも小さく（大き

く）なる．

　（2）式によって決定される混雑税からの総蚊入（τR）は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂り‘
　　　　　　　　　　m＝羽恥肌・万，　　　（4）

となる．次に，混雑関数が零次同次であることから，オイラーの方程式によ

って，

　　　　　　　　　　　　　　∂D’　　　∂D’
　　　　　　　　　　　苓Q－1π＝イπ，　　　（5）

を得る．（4）と（5）から，

　　　　τ・一習舳鍛［恥箭1一一・亭那ω徐（・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂り‘となる．（6）式の右辺をKで除した一写琴”ρ〃灰は（3）式の右辺に等

しい．

次に，ρ（K）が・次同次であれば，ρ一嶋であるから，（・）と（・）よ

り，

ρ一鴫一一・羽脇裟一・沢 （7）

となる．
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　（7）式より，混雑関数が零次同次でコスト関数が1次同次であれぱ，最適

混雑税からの収入は最適な投資によって生じる費用に等しくなることがわか

る．

　　　　　　　　　　　3有料道路料金と混雑現象

　以上述べてきたように，混雑が発生している場合，道路利用者が負担しな

くてはならない費用は，利用老自身が知覚する費用に混雑のために発生する

外部費用を加えたものである．この外部費用部分を混雑税として賦課するこ

とによって最適な交通量が達成される．また，それが実現されているならぱ，

①混雑関数が零次同時であること，そして②投資のためのコスト関数が1次

同次であることを条件として，混雑税からの税収は最適な投資を行った場合

に発生する費用に等しくなる．

　混雑税理論は前提条件次第できわめて整合的な最適投資ノレールを導き出す．

しかし，それが政策的示唆として意味を持つかどうかは，その前提条件の妥

当性にかかっている．この問題は早くから議論の対象とされ多くの研究がな

されているが，最終的な結論について見解の一致をみていないのが実状であ

るように思われる7〕．そこで，1つの考え方は，道路投資の費用を税収によっ

て負担することを前提とすれば，道路投資の費用に等しい税収をあげること

を制約条件として準最適な混雑税体系を求めることである．これについては

別稿で検討したため詳しくは述べないが，結論として，混雑する道路の利用

老が負担すべき利用者費用は，各利用グノレープ，各利用時間帯の需要の弾力

性に反比例するように付けられるべきことが示される．つまり，利用老費用

はラムぜイ・ノレーノレの原則と同様に付けられるべきことになるのである日〕．

　このように必要収入を前提として準最適な混雑税を求めるとすれば，混雑

税を1つの道路整備のための資金調達手段と考えることもできる．混雑税を

現実にどのように徴収するかは別として，それによって利用者負担による道

路建設が可能となるのである．利用老負担による道路建設はわが国において

広く実施されている．　般国道の建設が道路整備特別会計を通じて，揮発油
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税と自動車重量税によって行われているのがこの例である．さらに利用者負

担の究極の姿は，本来公共財的性格の強い道路サービスに排除原則を導入す

る有料道路制である．

　混雑税の発想は，本来競合性のないはずの道路利用においてそれが生じた

場合に価格メカニズムを適応すること，すなわち排除原則を用いることであ

るから，基本的役割は有料道路制度と同じである．であるなら，わが国で行

われている有料道路制と混雑税の働きを，資金調達の面から考察することが

必要であろう．以下ではこの点に焦点を当て，混雑が発生する場合の有料道

路料金について考える．

　3．1償還制の仕組

　日本道路公団が建設運営する高速自動車国道等わが国の看料道路の基本的

な枠組みは，償還制と呼ぱれる費用負担システムである9〕．道路公団の償還

制は，道路建設を借入によって行い，その建設費と供用開始以後に発生する

維持管理費およびそれにともなって発生する支払利子を，一定期問（通常30

年問）の料金収入およぴそれにともなって発生する受取利子によって返済す

るシステムである．あるいは，それが等しくなるように料率が決定される．

この際，単一路線のみを考えれば料率は30年間変わらないことを前提とし

てし’る．

　償還制を図によって示したのが図1である．図に示されているように，償

還制では，建設費（A）を借り入れ，それとその後発生する支払利子と維持管

理費の部分（B）との合計が，料金収入とその受取利子の合計（C）が等しく

なれぱよい．この関係を式で表わせぱ次のようになる．

　　　　　　蜆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆
　　　　　　ΣRX”（R）（1＋γ）蜆■』C（1＋7）”十Σ0甘（1＋γ）蜆■｝・
　　　　　甘＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹＝1

ただし，μ；年次，

　　　　〃；償還期間，

　　　　R；料率，

　　　　Xリ（R）；第μ年の需要関数，
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　　　　γ；利子率，

　　　　C；建設費，

　　　　0甘；第ク年の維持管理費，

である．

　この式から明らかなように，道路公団方式の償還制の特徴は，償還期問内

全体の収入が総費用を賄えぱよく，その意味で供用開始後各年の単年度の収

支は問題とされないことである．この点は通常の企業会計とは異なっている．

一般企業では，施設の建設などによって生じる資本費については，営業費の

1つの項目として減価償却が，また営業外費用の項目として支払利子がその

年度の収入でまかなわれるべき費用として計上され，これを総収入と比較す

ることによって各年度の損益計算が行われる．

　また，道路公団方式の償還制の場合，建設時点で発生した費用について時

間的プーノレの機能を有することに注意すべきである．各年次に発生した収入

によって一定年限の中で建設費を償還するのであるから，建設時点で発生し

た費用は償還期問内のどの時点で負担されてもよいことになる．ただ，現実

には償還期間中料金が一定に保たれているから，道路公団方式の償却は産出

量比例方式と考えることもできる．

　3．2償還制における料金と混雑税

　道路公団方式の償還制においては，料率Rは償還期閻を通じて一定とす

ることとされている州．これに対し，償還期間中の各年の料率が変更可能で

あれば，各年の料率は償還期間内で一定の収入をあげることを制約条件とし

て，杜会的純便益を最大化するように決定することができる．この結果は，

山内［1989b］で示したように，各年の料率と維持管理費との乖離率が各年の

需要の料金弾力性に反比例するように付けられるべきというものである．つ

まり，供用開始から償還期間の終了まで各年に提供される道路サービスを〃

種類の個別サービスと考えれば，一定の収入目的を達成するためには，各サ

ービスの価格は限界費用からの乖離率が価格弾力性に反比例すべきというラ

ムぜイ・ルールにしたがった料率の決定がなされるべきことになるのであ
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（54〕 一橋論叢　第108巻　第5号　平成4年（1992年）11月号

　　　　　　図1高速道路の償還方式

　　麗麗肚設削暗入）

　　□　雑持管理費十支払利干

　　鰯料金収入・受取利干

償遇方式

騒1麗・□1コー蘭

る11〕．

　ここでは各年次の料率は一定ではなく，しかも混雑が発生するケースを考

える．二の場合，まず，供用開始からしばらくの間は混雑が発生せず，投資

された道路の周辺の開発や地域経済全体の発展の結果，時間とともに需要が

増犬し，やがて混雑が発生するようになると想定することが妥当であろう12〕．

道路建設主体は道路公団の償還制同様，投資に要した費用と毎年発生する維

持管理費を含んだ総費用を償還するものとする．ただし，上の償還式では，

供用開始までに調達された建設資金とその後償還が完了するまでに発生する

費用およびその利子の総和が，〃年間後の時点で供用期間中の料金収入およ

びその利子の総和に等しくなるように表現されているが，以下ではこれを逆

に考え，すべての費用と収入を現在価値に引き戻したものが等しくなるとす

る．すなわち，供用開始以前に借り入れられた投資費用は供用までの利子を
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含むものとし，その総額自体が供用時点での現在価値そのものであると考え

る．

　政策上の目的は前節同様杜会的純便益の最犬化であるが，この純便益自体

も供用開始から各年に発生するのであるから現在価値に割り引く必要がある．

前節のモデノレでは，基本的に比較的短期間のなかで（おそらくは1日のうち

の異なる時問帯）混雑する期聞（時間帯）と混雑しない期問（時間帯）が考

えられていたが・混雑発生までの時間的な配分を年の単位で考えれぱ，上の

モデノレの各需要期間はそのまま各年を示すものと考えることもできる（現実

的には，各年，各週，各日において混雑する時問帯としない時間帯が存在す

るが，ここでは無視する）．このような前提のもとに純便益の現在価値を定

式化すれば，次のようになる．

・映輔（1＋、）土（ズ肌肌一1・ρ…α刈一・（・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

ただし，ここでは供用以前の借入金（供用までの利子を含む）を明確にする

ため，ρの代わりにC（K）を用いている．また，8‘、は各年次の維持管理費

であり，工は供用開始からの期間であるからその最大値は償還期間〃である．

　混雑税のみを課すことによって〃年間ですべての費用を償還するとした

場合，最適な混雑税の在り方は（8）式を最大化する条件から求めることがで

きる．この条件を整理すれぱ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　祠　　　　∂D
　　　　　　　　　　只〔・＾”・十君Qル前　　　（・）

　　　　　　　　　（タ＝1，2，＿．．．，刎1庄＝1，2，．．．．．．，〃）

となる．この式は，最適混雑税を求めた条件式（2）式とほぽ同様の条件を示

している。異なる点は，ここでは毎年発生する維持管理費が純便益の現在価

値を捉える際に考慮されているために，道路利用老はその分を負担しなくて

はならないことだけである．

　現実の道路整備においては，少なくとも国道に関しては道路整備特別会計
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が建設と維持管理双方の財源となっており，その税収は揮発油税を中心とす

る道路利用に関わる税金および従量税等の道路損傷税からのものである．し

たがって，かりに揮発油税が上記（9）式の維持管理費用部分を賄うと考えれ

ば，それに加えて毎年の混雑税が課されるべき二とになる．

　前節で述べたように，一般の混雑税のモデノレにおいて，混雑税からの収入

は，混雑関数の零次同次とコスト関数の一次同次の仮定により建設費用と等

しくなる．償還期間を考慮したここでのモデノレにおいても，この点は同様に

指摘することができる．ただし，年間の維持管理費用が負担されていること

が前提となる．

　混雑税収と道路建設費用との関係は，繰り返し述べているように，混雑関

数とコスト関数の内容に依存するが，特にコスト関数の一次同次性が妥当す

るかどうかについての疑問は上述の通りである．ところで，かりにこの仮定

が妥当しないとすれぱ，投資支出に見合いかつ経済的に合理的な税（料金）

収入を得るためには，これらの条件を満たした税（料金）体型を求める必要

がある．次に，この問題を考える．

　前項と同様，道路は建設のために調達される借入金によって賄われ，その

支出額は道路公団方式の償還主義によって負担されるとする．混雑は，供用

後の時問の経過とともに現れ，道路建設費用と毎年発生する維持管理費用の

総計が混雑税を含んだ道路利用料金によって賄われねぱならないと考える．

　このようなケースにおいては，最大化すべき純便益の現在価値は次のよう

に表される．

・㎜1一輔（1÷、）’（ズ肌脇一舳r1刈一・（・）（・・）

この式においては，道路利用老が負担する時間的なコストと料金部分との合

計が利用者費用として提えられており，その額が逆需要関数＾（QI。）の高

さとして表される．1〕，。は，結果的に利用老が負担する利用者コストである

から，消費者余剰は逆需要関数と利用老コストの差として現れる。一方1杜

会的にみれぱ，道路サービスを提供するために建設に要する費用と毎年の維
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持管理費を現在価値に割り引いたものの合計，すなわち，

潮1÷、）㌧凧r・（・），

が控除されねばならない．この結果が（10）式である．

　次に，償還に関する制約は次のようになる．

輔（、十、）‘（凡（ω）¶凪）ω一潮1÷、γ脇一・（・）（11）

　（11）式の左辺の（＾一篶1）1）の部分は，利用老費用から私的費用（建設

主体の収入とならない）を引いた料金として徴収される部分であり，この中

に混雑の費用が含まれることになる．したがって，問題は，（11）式の制約の

もとに（1O）式を最大化することである．

　この最大化の結果をまとめると次の条件が得られる．

〃一／～（・乃〃・貞帆諸）／．λ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
　　　　　　　P，三　　　　　　　　　　　　　　1一λ　ε、f．

ただし｛一1量1誰11で，利用老ク／／一プ1の期問1における需要の価格

弾力性である13）．

　（12）式の中括弧の中は道路の維持管理費と混雑費用を含んだ杜会的限界

費用を表している．（12）式の意味するところは，収支制約を前提とした混雑

税を含む利用老費用は，この維持管理費と混雑費用を含んだ杜会的隈界費用

を上回るように付けられるわけであるが，その際のノレールは，各需要クラス，

各年次の需要の利用者費用に関する弾力性に反比例すべきことになる．ただ

し，ここでも利用者は，平均遅延費用γ凪を負担する．したがって，実際

有料道路料金として課されるのは，この部分を控除したものである．

　混雑が発生している場合に有料道路料金に及ぽす効果は，（12）式の分子の

杜会的限界費用が犬きくなることである．つ・まり，かりに弾力性が等しいな

らぱ，当然混雑が発生している場合の料金はその分大きくなくてはならず，

杜会的限界費用が同一であれぱ，料金は価格弾力性にしたがってそれから乖

離することになるのである．
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4　むすび

　小論では，混雑税の基本的モデルと有料道路において混雑が生じた場合の

料金のあり方について論じた．その結論は，混雑費用を考慮した場合の有料

道路料金は，結果的にラムぜイ・ルーノレを基本とする準最適料金決定となる

というものである．

　混雑は公共財的性格を有する道路サービスにおいて，消費の競合性が発生

することによって生じる．すなわち公共財としての道路が準公共財に変化す

ることを意味する．その結果，利用量の最適水準が達成されなくなり，効率

上のロスが生じる．これに対する処方嚢は，道路利用者が認識しない外部費

用（混雑費用）の部分を混雑税として利用者に負担させることである．

　このような混雑税による配分効率の達成は，いうまでもなく価格メカニズ

ムの利用を意味するが，それは道路サービスのもう1つの公共財としての性

格，すなわち非排除原則を放棄することに他ならない．一方，右料道路制は，

基本的に排除原則を前提として道路建設，維持に要する費用を回収するシス

テムであり，有料道路において混雑が生じる場合には，費用回収と混雑費用

の負担の両考を考慮した料金設定が望まれることになる．

　わが国の有料道路で特徴的に採用されている償還制を前提とし，現在一定

とされている償還期限までの各年の料率を変更するとすれば，それぞれの年

次の料率は各年の需要の弾力性に反比例するように付けられるべきことが示

される．その際混雑が生じているとすれぱ，料率が基づくべき限界費用は混

雑費用を含む杜会的限界費用でなくてはならず，準最適料率は，杜会的限界

費用からの乖離率が需要の利用老費用に関する弾力性に反比例するというラ

ムぜイ価格となるのである．

1）混雑による外部効果の基本的発想を最初に指摘したのは，A．C．Pigouであ

　る、Pigouは，1912年版の肋肋α〃肋伽椛（『厚生経済学』）において，

　新しい道路建設によってもたらされる速度向上の効果が混雑現象により相殺
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　されることを指摘し，政府介入による混雑の緩和（混雑税の導入）を主張し

　た、ただしPigouは，新しい道路の私的所有権を認めることによって，政府

　介入なしでも効率的な道路利用が達成されるとするF．Knightの指摘を認め，

　『厚生経済学』の最終版においてこの記述を削除した．その後の理論的な展

　開の出発点となっているのは，Walters［1961］，Mohring＆H獅itz［1962］

　等である．

2）　その典型的な例はイギリス交通省による包括的な研究U．K．Ministry　of

　Transport［1964］（通称スミード・レポート）である．

3）　より完全な形で混雑税を適用しようとしたのは，香港におけるエレクトロ

　ニヅク・ロード・プライシングの実験である．これについては，太田
　［1986］，山内［1989a］，Borins［1988］，Hau［1991コ等を参照．

4）　この点については，山内［1989b］．

5）本節は，混雑税理論の基本と最適投資との関係を示すものであり，山内・

　竹内〔1992］の第3節と基本的に同一である．

6）　Mohring＆Harvitz［1962］，KeelerandSma1l［1977］，Morrison［1986コ

　等を参照．さらに，車両が道路に与える損傷をも考慮にいれたモデルとして

　Newbe町［1989］がある．

7）詳しくは，Newbery［1989］を参照．

8）　山内・竹内［1992コを参照．

9）償還制とならぶ日本道路公団の有料制のもう1つの柱は，プーノレ制である．

　プール制は，新たに建設された道路の費用を既に存在する道路の費用に加え

　て全体として一定期間内に償還を行なう制度であるが，建設費を含む高速道

　路の費用は各路線で大きく異なっているから，このような料金構成は先に建

　設された費用の低い路線から後発の費用の高い路線への内部補助であるとの

　指摘がある．これに対し，昭和60年の道路審議会中間答申では，路線間内都

　補助の限界についてのガイドラインが示されており，また平成4年の道路審

　議会「今後の有料道路制度のあり方についての中間答申」では，ネヅトワー

　クの拡大にともなう料金改定において利用老の理解を得られやすいものとす

　るための施策が指摘されている．前者について詳しくは，藤井［1987］等を

　参照．

10）現実に料金引き上げが行われるのは，プール制により新しい路線が既存

　の償還の計算に加えられるためである．注9）を参照．

11）　この結論は，各年次の需要がその他の年次の料率に影響されない（交差弾

　力性が0）であるとの仮定に依存している．また，消費者の選択が合理的で
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　　あるためには，供用開始から償還終了までの料率の情報がすべて事前に消費

　　老に与えられていなくてはならない．詳しくは，山内［1989b］を参照された

　　L’．
　12）　以下のモデルでは需要の増犬は時間的経過に対応する必要はないが，現

　　実的な意味を明確にするためこのように考える．

　　13）前節同様，ここでは需要は他の利用老グループ，他の期間の価格に影響を

　　受けないと仮定している．混雑税のような時間帯別の課税の場合，二れはか

　　　なりきつい仮定である．
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